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＜感染した方を休業させる場合＞
問２ 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
〇新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的に
は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありま
せん。
〇なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

＜感染が疑われる方を休業させる場合＞
問３ 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
〇風邪の症状や３７．５度以上の発熱が４日以上続く場合、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある
場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。
〇「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・
接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。
〇「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・
接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。
〇受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
〇「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的
判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を
支払う必要があります。
〇帰国者・接触者相談センターページ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

＜発熱などがある方の自主休業＞
問４ 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
〇会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分から
ない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱って
いただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
〇一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく
措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事
由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

＜年次有給休暇と病気休暇の取り扱い＞
問６ 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得し
たこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場
合はどのようになりますか。

〇年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に
取得させることはできません。
〇事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に
取り扱ってください。

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A（企業の方向け）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 
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